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第１章 総  則 

1-1 名称および事務局の所在地 

1-1-1 この団体は、川柳学会と称する。 

1-1-2 この団体は、事務局を東京都北区栄町 38-2 に置く。 

 

第２章 目的および事業 

2-1 目 的 

川柳に関する歴史は、初代柄井川柳から凡そ 250 年が経過し、その間に多

くの作品を生み出したばかりでなく、多くの事跡、事物を遺してきている。 

これらのうち、古川柳期のものに関しては、ある程度の研究と収集、整理

が行われ、その存在価値も認められているが、その後の狂句期、特に五世川

柳以降の柳風会系の事物、さらには、ちょうど 100 年を経過した新川柳勃興

以降の事物についての研究と収集は、ごく一部の研究者によって行われてい

る以外、省みられることが少ない対象になっている。 

新川柳の世代も、第一世代はすべて過去のものとなり、今は第四世代ない

し第五世代に移行しようとしている。わずかに残る第一世代を知り得る第三

世代も高齢化が進み、そこに所有される関連事物も周辺の無理解により、後

世に伝わることなく失われていくことも多いと考えられる。 

このことを深く自覚し、永続的な川柳文化の継承と発展および教育への貢

献を目的とする。 

2-2 事 業 

2-2-1 この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

川柳学研究会は、会員、維持会員、各川柳社等との連携、関係各方面の協

力を得て、以下の事業を行う。 

(１)古川柳から狂句、新川柳の学術的体系化の研究（川柳学の確立） 

(２)川柳全般に関する資料を収集、整理・保存しその有効活用のシステムを

作る。また、歴史をたどるとともに、各吟社の諸活動の現況を明らかに

することによって、川柳の社会的機能と役割、その将来を考える展示、

出版、ホームページ制作を行い、川柳関係者はじめ広く一般社会への教

育に資する。 

(３)各種データベースの構築とその利用環境の整備 

・川柳人データベース 

・川柳作品データベース 
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・川柳結社データベース 

・川柳書データベース 

・川柳史料データベース 

・歴史写真データベース 

・川柳史蹟データベース 等 

     ※データベースは、電子化し整理・保存・公開する。 

(４)川柳に関する多様な研究・研修、内外の交流を行うとともに、資料、設

備を広く内外の川柳関係者、研究者、一般の利用に供する。 

(５)学校教育ならびに社会教育を含めた生涯教育への川柳の活用を研究実

践する。 

(６)川柳研究、川柳教育の実践者を支援し助成する。 

(７)川柳学講演会と機関誌の発行 

(８)ホームページによる川柳情報発信 

(９)川柳研究会、川柳教室の開催 

（10）その他目的を果たすうえで必要と考えられる事業。 

 

第３章 組  織 

3-1 組織図 

              「川柳学」の編集、発行 

             データベースの管理 

           史料有効活用システムの運用 

              各種調査 

                川柳研究書、句集の出版 

 

川柳学研究発表会（研究発表） 

古川柳研究部会 

狂句研究部会 

新川柳研究部会  ほか 

 

             川柳資料館 

              「資料館報」発行 

               川柳講演会 

               川柳教室 

研究会 

事務局 

資料館 

川
柳
学
会 

/

理 

事 

会 

/ 
 
 
 
 
 
 
 

会 

員 



川柳学会定款 3 川柳学会定款 4

3-2 会員種別 3-6 退 会 

3-2-1 この団体の会員は、次のとおりとする。 3-6-1 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出

しなければならない。 (1) 理事 この団体の目的に賛同して入会した個人で、会の運

営にあたり、年に一回以上の研究発表を義務とする者 3-7 除 名 

(2) 会員 この団体の目的に賛同して入会した個人で、研究発

表を行 とができる。 

3-7-1 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が

除名することができる。 

(3) 賛助会

る団体

(4) 名誉会

もって

3-3 入 会 

3-3-1 会員になろうと

らない。ただし、名誉会

承諾をもって会員とな

3-4 会 費 

3-4-1 この団体の会費

  3-4-2 名誉会員は、会

3-4-3 既納の会費は、

3-4-4 会費規則 

①(入会金お

際に年会費

らず当該年度

②(会計年度

とする。 

③(徴収)会費

中で加入ある

る。 

   ④途中で退会

3-5 資格の喪失 

会員は、次の事由に

   (1) 退会し

(5) 個人の

(6) 除名さ
うこ
員 この団体の目的

および個人 

員 川柳学に特に功

推薦された者 

する者は、入会申

員に推薦された者

るものとする。 

は、理事会の議決

費を納めることを

いかなる事由があ

よび会費) 川柳学研

10,000 円を納入す

末までを 1年とす

)会計年度は、4月 1

は、会計年度が始

いは就任した場合

しても既納の入会

よってその資格を喪

たとき 

場合は死亡、この団

れたとき 
に賛同して事業を維持、援助す (1) この団体の名誉を傷つけ、またはこの団体の目的に違反す

る行為があったとき。 

労のあった者で理事会の議決を (2) この団体の会員としての義務に違反したとき。 

(3) 会費を 2年以上滞納したとき。 

 

込書を事務局に提出しなければな

は、入会手続きを要せず、本人の

第４章 運営役員 

4-1 役員 

4-1-1 この団体には、次の理事を置く。 

   (1) 理事 5名以上 20 名以内 

をもって定める。        うち会長 1名を置く。 

要しない。   (2) 監事 2名 

っても返還しない。   4-2 役員の選任 

4-2-1 理事および監事は、総会で選任し、理事は、互選で会長 1人および

専務理事を定める。 究会に入会する会員は、入会の

る。年会費は、加入時期にかかわ

る。 

4-2-2 理事および監事は、相互に兼ねることができない。 

4-3 役員の職務 

日より翌年 3月 31 日までを 1年 4-3-1 会長は、この団体を代表し、会務を総理する。 

4-3-2 専務理事は、会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理し、会長

に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。 まるまでに 1年分を前納する。途

も、その月に当該年度分を前納す 4-3-3 理事は、総会の議決した事項を処理するため、この団体の業務を分

担処理する。 

金、会費は返還しない。 4-3-4 理事は理事会を組織して、この定款に定められたるもののほか、こ

の団体の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執

行する。 失する。 

4-3-5 監事は、この団体の業務および財産に関し、次の各号に規定する職

務を行う。 体会員の場合は解散したとき 

(１) この団体の財産の状況を監査すること。 
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(２) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(３) 財産の状況または、業務の執行について不整の事実を発見

したときはこれを理事会に報告すること。 

(４) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集す

ること 

4-5 理事の任期 

4-5-1 この団体の理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。 

4-5-2 理事は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職

務を行う。 

4-6 理事の解任 

4-6-1 理事が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の 4分の 3以上

の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、理

事会および総会で議決する前にその理事に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

(１) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(２) 職務上の義務違反その他理事たるに相応しくない行為があ

ると認められるとき。 

(３) 年に一度の研究発表義務を 2年間行わなかったとき。 

4-7 事務局および職員 

4-7-1 この団体の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。 

4-7-2 職員は、会長が任免する。 

 

第５章 名誉会長、顧問および相談役 

5-1 この団体には、名誉会長のほか、顧問および相談役若干名を置くこと

ができる。 

5-2 名誉会長、顧問および相談役は理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

5-3 名誉会長、顧問および相談役は、会長の諮問に応じるほか会長に対し

必用な事項について意見を述べる。 

 

第６章 会  議 

6-1 理事会の招集 

6-1-1 理事会は、毎年 4回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認め

たとき、または理事現在数の 3分の 1以上から会議に付議すべき事

項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求

があった日から 15 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 
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6-1-2 理事会の議長は、会長とする。 

6-1-3 理事会は、理事現在数の 3分の 2以上の者が出席しなければ議事を

開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもっ

てあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 

6-1-4 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出

席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

6-2 理事会の議決事項 

6-2-1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(１) 事業計画および収支予算についての事項 

(２) 事業報告および収支決算についての事項 

(３) 正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表について

の事項 

(４) その他この団体の業務に関する重要事項で理事会において

必要と認めるもの 

6-3 会員への通知 

理事会の議決事項は、全会員に通知する。 

 

第７章 研究会 

7-1 研究会 

7-1-1 研究会は、理事をもって組織する。 

7-2 研究会の開催 

7-2-1 定期研究会は、毎年 2、5、8、11 月に開催する。 

7-2-2 定期研究会の招集は、少なくとも 7日以前に、その会議に付議すべ

き事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。 

7-2-3 研究会の進行は会のつど、出席理事の互選で定める。 

 7-3 研究会の参加者 

7-3-1 研究会は、理事、会員および、所定の参加会費を納めた者が参加す

ることができる。 

4-4 会員への通知 

4-4-1 研究会の発表の概要は、機関誌「川柳学」によって全会員に通知す
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る。 

4-4-2 発表誌は、年 4回の研究発表に合わせ季刊とする。 

 

第 8章 事務局の職務 

8-1 事務局の業務 

8-1-1 事務局は、会員の入会・退会の管理を行う。 

8-1-2 事務局は、会の運営に関わる連絡業務を実施する。 

8-1-3 事務局は、研究活動に帰する各種の調査を実施する。 

8-1-4 事務局は、「季刊 川柳学」の編集に参画する。 

8-1-5 事務局は、ＨＰによる情報発信を行う。 

8-1-6 事務局は、研究書、句集その他の著作物の制作を行う。 

 

第 9章 資料館 

9-1 資料館の業務 

9-1-1 資料館は、バーチャルな存在であるが、川柳資史料の所在を明確に

し、データベース化して次世代への継承を確かなものとする。 

9-1-2 資料館は、データベースの運用、管理を実施する。 

9-1-3 川柳の講演会を実施する。 

9-1-4 川柳の教室を実施する。 

9-2 補則 

資料館業務は、当初事務局が兼務する。組織の拡大と情報の増大

にともない、独立した部門とする。 

 

第 10 章 資産および会計 

10-1 会計業務 

会計業務は事務局で行い、理事会で監査を受けて承認される。 

10-2 資産の構成。この団体の資産は、次のとおりとする。 

   (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 

   (2) 年会費 

   (3) 資産から生ずる収入 

   (4) 事業に伴う収入 

   (5) 寄附 

   (6) その他の収入 
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10-3 資産の管理 

10-3-1 この団体の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会

の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。 

10-3-2 この団体の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 

10-3-3 事業計画および収支予算 

この団体の事業計画およびこれに伴う収支予算は、事務局が編成し、

理事会および総会の議決を経なければならない。事業計画および収

支予算を変更しようとする場合も同様とする。 

10-3-4 収支決算。この団体の収支決算は、事務局が作成し、財産目録、貸

借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書並びに会員の異動

状況書とともに、監事の意見を付け、理事会および総会の承認を受

けなければならない。 

10-3-5 この団体の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および

総会の承認を受けて、その一部または全部を基本財産に編入し、ま

たは翌年度に繰り越すものとする。 

10-3-6 この団体の事業年度は、毎年 4月 1 日に始まり、翌年 3月 31 日に

終わる。 

 

第 11 章 定款の変更および解散 

11-1 定款の変更 

11-1-1 この定款は、理事現在数の 4分の 3以上の議決を経なければ変更す

ることができない。 

11-2 解散 

11-2-1 この団体の解散は、理事現在数および正会員現在数の各々の 4分の

3以上の議決を経なければならない。 

11-2-2 残余財産の処分。この団体の解散に伴う残余財産は、理事現在数の

4分の 3以上の議決を受け、この団体の目的に類似の目的を有する

公益この団体に寄附するものとする。 

 

第 12 章 補  則 

12-1 書類および帳簿の備付等 

この団体の事務所には、次の書類および帳簿を備えなければならない。た

だし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、こ
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の限りでない。 

  ( 1) 定款 

  ( 2) 会員の名簿 

  ( 3) 理事およびその他の職員の名簿 

  ( 4) 財産目録 

( 5) 資産台帳および負債台帳 

  ( 6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類 

  ( 7) 理事会および総会の議事に関する書類 

  ( 8) 処務日誌 

  ( 9) 官公署往復書類 

  (10) 収支予算書および事業計画書 

  (11) 収支計算書および事業報告書 

  (12) 貸借対照表 

  (13) 正味財産増減計算書 

  (14) その他必要な書類および帳簿 

12-1-2 前項第 1号から第 5号までの書類、同項第 7号の書類および同項第

10 号から第 13 号までの書類は永年、同項第 6 号の帳簿および書類は 10 年

以上、同項第 8 号から第 9 号の書類および同項第 14 号の書類および帳簿は

1年以上保存しなければならない。 

12-1-3 第 1 項第 1号、第 2号、第 4号および第 10 号から第 13 号までの書

類並びに理事名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 

12-2 細 則 

12-2-1 この定款の施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て、

別に定める。 

12-2-2 この定款は、平成 17 年 6月 1 日から施行することとし、第 16 条第

1 項の規定にかかわらず現在の理事・監事の任期は、平成 18 年 3

月 31 日までとする。 
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